
 

医政発０ ４ ０ ５ 第12号 

 令 和 ６ 年 ４ 月 ５ 日 

 

 

 各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

「 保健師助産師看護師法第３ ７ 条の２ 第２ 項第１ 号に規定する特定行為

及び同項第４ 号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」

の一部改正について 

 

特定行為に係る看護師の研修制度の内容や具体的な運用基準等については、「 保健

師助産師看護師法第３ ７ 条の２ 第２ 項第１ 号に規定する特定行為及び同項第４ 号に

規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」（ 平成 27 年３ 月 17 日付け医

政発０ ３ １ ７ 第１ 号厚生労働省医政局長通知。 以下「 局長通知」 と いう 。） により 示

し ていると こ ろ である。 こ れまでの医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特

定行為・ 研修部会での議論を踏まえ、 訪問看護等の病院以外の受講者が指定研修機

関の実習場所を確認でき るよう にするため、 指定研修機関が HP等で協力施設を公表

するこ と 等を追加するこ と と さ れた。 こ れを受け、 局長通知について別添の新旧対

照表のと おり 改正し 、 本日から 適用するこ と と し たため通知する。  

貴職におかれては、 御了知の上、 貴管内の保健所設置市、 特別区、 医療機関、 関

係団体等に対し て周知に努めるなど、 引き 続き、 本制度の円滑な実施に御協力をお

願いする。  

(写)
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保健師助産師看護師法第37 条の２ 第２ 項第１ 号に規定する特定行為及び同項第４ 号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について（ 平成27 年３ 月 17

日付け医政発0317 第１ 号厚生労働省医政局長通知）（ 抄） 新旧対照表                             （ 傍線部分は改正部分）  

新 旧 

医政発０ ３ １ ７ 第１ 号 

平成２ ７ 年３ 月１ ７ 日 

一部改正 平成２ ９ 年１ １ 月８ 日 

一部改正 令 和 元 年 ５ 月 ７ 日 

一部改正 令和元年１ ０ 月２ ９ 日 

一部改正 令和２ 年３ 月２ ７ 日 

一部改正 令和２ 年１ ０ 月３ ０ 日 

一部改正 令和６ 年４ 月５ 日 

 

各都道府県知事 殿 

 

保健師助産師看護師法第 37 条の２ 第２ 項第１ 号に規定する特定行為及び同項第４ 号

に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について 

 

 

( 前文略)  

 

記 

 

第１  （ 略）  

第２  特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準 

１ ． 用語の定義 ～ ５ ． 特定行為研修 （ 略）  

６ ． 指定研修機関 

（ １ ） ～（ １ ３ ）  （ 略）  

（ １ ４ ） 留意事項 

① 指定研修機関の指定の申請関係 

６ ．（ １ ） に関連し て、 指定研修機関の指定を受けよう と する者は、 学校にあっ

ては設置者、病院にあっては開設者、法人その他の者にあってはその代表者が申請

を行う こと 。  

また、 指定申請書（ 様式１ ） には、 次に掲げる書類を添付し 、 当該指定研修機関

医政発０ ３ １ ７ 第１ 号 

平成２ ７ 年３ 月１ ７ 日 

一部改正 平成２ ９ 年１ １ 月８ 日 

一部改正 令 和 元 年 ５ 月 ７ 日 

一部改正 令和元年１ ０ 月２ ９ 日 

一部改正 令和２ 年３ 月２ ７ 日 

一部改正 令和２ 年１ ０ 月３ ０ 日 

 

 

各都道府県知事 殿 

 

保健師助産師看護師法第 37 条の２ 第２ 項第１ 号に規定する特定行為及び同項第４ 号

に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について 

 

 

( 前文略)  

 

記 

 

第１  （ 略）  

第２  特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準 

１ ． 用語の定義 ～ ５ ． 特定行為研修 （ 略）  

６ ． 指定研修機関 

（ １ ） ～（ １ ３ ）  （ 略）  

（ １ ４ ） 留意事項 （ 略）  

① 指定研修機関の指定の申請関係 

６ ．（ １ ） に関連し て、 指定研修機関の指定を受けよう と する者は、 学校にあっ

ては設置者、病院にあっては開設者、法人その他の者にあってはその代表者が申請

を行う こと 。  

また、 指定申請書（ 様式１ ） には、 次に掲げる書類を添付し 、 当該指定研修機関

別添 
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の指定を受けよう と する者の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あて

に提出すること 。  

イ 特定行為研修の研修計画（ 以下単に「 特定行為研修計画」 と いう 。様式自由。） 

ロ その他特定行為研修の実施に関し 必要な事項 

６ ．（ １ ） ⑨に関連して、 指定研修機関の指定を受けよう と する者は、「 その他特

定行為研修の実施に関し 必要な事項」 と し て、定款又は寄附行為及び登記事項証明

書、 あるいはこれに準ずる書類を提出すること 。 また、 地方厚生局健康福祉部医事

課の求めに応じ て組織図、 財務諸表（ 貸借対照表・ 損益計算書等） 等を提出するこ

と 。  

６ ．（ １ ２ ） に関連して、 原則と し て、 毎年２ 月及び８ 月に医道審議会を開催し 、

指定研修機関の指定について審議を行う 予定であること 。毎年２ 月に開催さ れる医

道審議会では、その年の前年６ 月１ 日から１ １ 月３ ０ 日までに厚生労働省に提出さ

れた指定申請書について審議を行い、毎年８ 月に開催さ れる医道審議会では、その

年の前年１ ２ 月１ 日からその年の５ 月３ １ 日までに厚生労働省に提出さ れた指定

申請書について審議を行う ものであること。  

②～⑪ （ 略）  

 

７ ． 施行期日等 （ 略）  

 

第３  留意事項 

１ ～４  （ 略）  

 

５  特定行為研修修了者に対し て特定行為の実践に関する技術指導やサポート 等を行

う ため、 組織的に特定行為研修修了者の活動を推進するための委員会を設置するこ

と が望まし い。 また、 特定行為研修を修了し た看護師等をメ ンタ ーと し て配置する

こと が望まし い。  

 

６  指定研修機関の指定を受けよう と する者及び特定行為区分変更の承認を受けよう

と する者が特定行為研修の募集を行おう と すると きは、 申請中である等の旨を公表

すること 。  

 

７  指定研修機関は、 受講希望者の指定研修機関の選定に資するよう 、 実習施設と な

る協力施設名を公表すること 。 また、 協力施設名の公表に当たっては公表時点を明

の指定を受けよう と する者の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あて

に提出すること 。  

イ 特定行為研修の研修計画（ 以下単に「 特定行為研修計画」 と いう 。様式自由。） 

ロ その他特定行為研修の実施に関し 必要な事項 

６ ．（ １ ） ⑨に関連し て、指定研修機関の指定を受けよう と する者は、「 その他特

定行為研修の実施に関し 必要な事項」 と し て、定款又は寄附行為及び登記事項証明

書、 あるいはこれに準ずる書類を提出すること 。  

６ ．（ １ ２ ） に関連し て、原則と し て、毎年２ 月及び８ 月に医道審議会を開催し 、

指定研修機関の指定について審議を行う 予定であるこ と 。 毎年２ 月に開催さ れる

医道審議会では、 その年の前年６ 月１ 日から１ １ 月３ ０ 日までに厚生労働省に提

出さ れた指定申請書について審議を行い、 毎年８ 月に開催さ れる医道審議会では、

その年の前年１ ２ 月１ 日からその年の５ 月３ １ 日までに厚生労働省に提出さ れた

指定申請書について審議を行う ものであること 。  

 

 

②～⑪ （ 略）  

 

７ ． 施行期日等 （ 略）  

 

第３  留意事項 

１ ～４  （ 略）  

 

（ 新設）  

 

 

 

 

（ 新設）  

 

 

 

（ 新設）  

 



 

- 3 - 

記し 、 毎年更新する等最新の情報と すること 。  

 

（ 別紙１ ） ～（ 別紙８ ） （ 略）  

様式１ ～様式８  （ 略）  

備考 （ 略）  

 

 

（ 別紙１ ） ～（ 別紙８ ） （ 略）  

様式１ ～様式８  （ 略）  

備考 （ 略）  

 


